
生活諸規定 

令和７年４月１日 

 

鳴海高校の生徒として、制服の着方などの身だしなみは学校外でどのように自分たちが見られているか意識

して整えること。一人一人の行動、服装、見た目が鳴海高校全体の印象へつながります。 

 

１ 制服、身だしなみ 

(1)  制服 

指定のブレザー、スラックス（スカート）、長袖シャツ（ブラウス）、ネクタイ（リボン）、 

ポロシャツ、ベスト。 

※入学式、卒業式、個人写真撮影時はネクタイを着用する。 

※本校指定のものを気候や体調に合わせて着こなす。 

(2)  頭髪等 

      パーマ、カール、脱色、染色、付け毛等の加工はしない。 

(3)  履物 

      運動靴か短革靴 

(4)  スリッパ・体育服 

      本校指定のスリッパ。本校指定の体育服・体育館シューズ。 

(5)  靴下・ストッキング 

      ニーハイソックス、ルーズソックスは着用しない。 

(6)  防寒具 

      華美でない無地のもの。 

  ア 制服の上から着用 

      ダウンジャケットやコートが相応しい。 

  イ  制服の中に着用 

      セーターやカーディガンが相応しい。 

    ※制服のシルエットが崩れるものは中に着用しない。ブレザーの中にパーカーを着用してフードを出した 

り、スカートの中にジャージを穿いたりなど。 

(7)  その他 

      化粧、ピアス、カラーコンタクト、指輪、腕輪、ネックレス等はしない。 

２ 出欠 

（1） 欠席、遅刻は保護者よりきずなネットを利用して８時３０分まで、もしくは電話で８時から８時２５分

までに連絡してもらう。 

(2)  早退、外出は職員室にて許可届を記入する。 

(3)  遅刻は「入室カード」に必要事項を記入して職員室で許可を得てから教室へ入る。 

３ 考査 

(1)  持ち物はすべて廊下へ出し、机の中は空にして臨む。 

(2)  携帯電話等は電源を切り、鞄の中にしまって廊下へ出す。 

(3)  疑わしい行為や、不正行為は絶対にしない。 

(4)  解答返却時の答案の改ざんは不正行為である。 

４ 生活 

飲酒、喫煙（電子タバコも含む）など未成年に禁じられている行為や窃盗、万引きなど法律に反する行為

は特別指導（謹慎を含む）とする。 

その他不正行為、怠学、いじめ、暴言、暴力、器物破損、無断アルバイト、情報モラルに反すること、無

断免許取得及び運転、ＳＮＳでの誹謗中傷、不正アクセス、サイバー犯罪なども上記指導対象になる。 

 



５ 自転車通学 

   自転車で通学する場合、「自転車通学許可願」を担任へ提出し、生徒指導担当よりステッカーを受け取り 

自転車後輪泥除け部分に張り付ける。（ステッカー代１００円） 

(1)  安全運転を心がけ、交通ルールを守る。 

(2)  保険へ必ず加入する。 

(3)  ヘルメットを着用する。（名古屋市条例より努力義務化） 

６ アルバイト 

   アルバイトは許可制とする。実施する場合は申請書を担任に提出する。ただし、以下の基準を満たす者と

する。 

許可基準 

(1)  経済的・家庭的理由により保護者が必要と判断していること。 

(2)  直近の考査で成績不振科目がないこと。 

(3)  欠席・遅刻・早退が過多でないこと。 

(4)  アルバイト業種が高校生として適正であること。（酒類の提供が主である業種は不可） 

(5)  勤務時間は２１時まで、考査期間中（考査範囲発表～考査終了まで）は学業に専念する。 

７ 旅行届 

   学割が必要な場合、旅行届と学割申請書を合わせて担任へ提出する。 

    ＊学割は保護者同伴でない生徒だけの旅行では発行されない。（受験等は除く） 

８ 掲示物 

(1)  掲示物及び配布物はすべて事前に生徒指導部の検印を受ける。 

(2)  掲示物は指定の掲示板へ整然と貼り、窓や壁には掲示しない。 

(3)  運動部や天翔祭に関する掲示物や配布物は生徒会執行部へ届ける。 

(4)  校内または生徒間でチケット等の販売や団体への勧誘をみだりに行わない。 

９ 校則改定の手続き 

（1） 生徒会役員は、生徒議会を通じて生徒の意見を集約し、校則の改定を求めることができる。 

(2)  校長は、前項の規定に基づく求めがあったとき、又は校則の見直しが必要となったときは、アンケート 

その他適切な方法で生徒や保護者等学校関係者からの意見を聴取するとともに、運営委員会等でその内

容について議論するものとする。 

(3)  校長は、運営委員会等での議論を踏まえ、校則の改定について決定するものとする。 

(4)  前項の決定にあたっては、議論の経過及び決定理由について、生徒及び保護者等学校関係者に説明する 

ものとする。 

10 時間外部活動について 

(1)  部活動運営委員会に登録されている部のみ活動することができる。 

(2)  下校時間は年間を通して平日は１８時４０分とする。 

    ＊１６時５５分以降は顧問が対応できる場合のみ活動可能。 

   早朝練習については、顧問が必要と認めた場合、顧問が必ず付き添うことを条件に実施できる。 

活動時間は７時４５分から８時２０分。 

11 許可願届の種類について 

(1)  アルバイト許可願 

(2)  旅行届、学生割引証交付願 

(3)  早退・外出許可願 

(4)  自転車通学許可願 

(5)  交通事故届 

(6)  被害届 

(7)  盗難・紛失届 

(8)  施設設備破損届 

(9)  その他（掲示物許可願、異装許可願等） 


